
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防犯啓発事業を拡充します 

 

 自転車盗や侵入窃盗の刑法犯認知件数の増加や子どもへの声掛け事案の発生、特殊

詐欺の被害額が増加している現状を鑑み、これらの犯罪に対して抑止効果が期待でき

る２つの補助制度を令和６年４月から創設します。 

 

＜「自治会等に対して防犯カメラ設置」に対する補助制度＞ 

補 助 額 20万円を上限  

対象経費 自治会等が設置する防犯カメラの購入、取り付けに係る経費 

      ※道路、公園等の不特定多数の者が利用する場所を撮影する目的に限る。 

対象経費 対象外経費 

➢防犯カメラの購入・設置に係る費用 

➢防犯カメラ設置表示看板の購入費 

➢記録媒体（SD カード等）の購入費 

・既存カメラの入れ替えに係る費用 

・防犯カメラの維持、管理、修繕費 

・モニター設置費（画像取り出し用 PC 等） 

・電柱等への共架料 

 

＜「特殊詐欺対策機器の購入」に対する補助制度＞ 

補 助 額 対象機器の購入費等の２分の１ 1万円を上限 

対 象 者 65歳以上の人または 65歳以上の人と同一世帯の人 

対象経費 （１）防犯機能付き電話機の購入費 

（２）特殊詐欺対策装置（下図①または②）の設置費 
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